
平成３１年度

登米市病院事業会計予算書

並びに予算に関する説明書

〔２月１日提出〕

宮城県　登米市



３４，４００千円　　第３項　投資

２５９，３９９千円

１，７６８，３８６千円　第１款　資本的支出

　　第１項　建設改良費 １，２８０，２９０千円

平成３１年度登米市病院事業会計予算

第１条　平成３１年度登米市病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、運営資金に充てるため、

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

　に対し不足する額５５，０００千円は過年度の投資返還に伴う前受金及び他会計借入金で補

　てんするものとする。）。

収　　　　　入

支　　　　　出

療養病床

７８床

病床合計

　（総　則）

４５３，６９６千円　　第４項　償還金

一般病床

入　　院

３２４人

　（業務の予定量）

議案第１９号

収　　　　　入

支　　　　　出

　（１）病床数

　　第２項　医業外費用 ２４０，０５０千円

３１３，９０３千円　　第３項　特別損失

　　第４項　予備費 １０，０００千円

３１８，１８７千円　　第１項　出資金

　　第７項　他会計負担金

　（資本的収入及び支出）

　第１款　資本的収入 １，７１３，３８６千円

１１８，５６１人

外　　来

２３２，２３９人

　（収益的収入及び支出）

外　　来

９６８人

　第１款　病院事業収益

３２８床 ４０６床

　　第２項　医業外収益 ９７３，９０９千円

１，１３５，８００千円

　第１款　病院事業費用 ８，１８２，０１３千円

　　第１項　医業費用 ７，６１８，０６０千円

　　第３項　特別収益 ５，８０４千円

７，２０６，６７１千円

　　第１項　医業収益 ６，２２６，９５８千円

　（３）一日平均患者数

　（２）延べ患者数 入　　院

　水道事業会計から長期借入金３００，０００千円を借り入れる。

　　第２項　企業債



起債の方法

医療機器等整
備事業

131,000

医療情報シス
テム導入事業

513,200

　（企業債）

　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項 期　　間

 電子カルテシステム保守業務委託（市民）
平成32年度から
平成36年度まで

限　度　額

57,847 千円 

起債の目的

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

第７条　一時借入金の限度額は、４，４００，０００千円と定める。

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

491,600

　（１）医業費用と医業外費用との間

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　（一時借入金）

借入先の融資条件に
よる。ただし、企業
財政その他の都合に
より繰上償還又は低
利に借換えることが
できる。

5.0％以内
(ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)

利率

証書借入

合　　計 1,135,800

4,786 千円 

 給食業務委託（平成31年度追加分）（市民
 ・豊里）

平成32年度 1,539 千円 

 エレベーター保守業務委託（平成31年度追
 加分）（市民）

平成32年度 90 千円 

 自動ドア保守業務委託（平成31年度追加
 分）（市民・豊里・登米・よねやま）

平成32年度 22 千円 

償還の方法限度額

千円

 貯水槽清掃業務委託（平成31年度追加分）
 （市民・豊里・よねやま）

平成32年度 6 千円 

 寝具・病衣賃借（平成31年度追加分）（豊
 里）

平成32年度 119 千円 

 診療材料管理業務委託（平成31年度追加
 分）（米谷・豊里）

平成32年度 180 千円 

米谷病院建設
事業

平成32年度から
平成35年度まで

181 千円 
 カーテン等賃借（平成31年度追加分）(米
 谷）

 給食業務委託（平成31年度追加分）（米
 谷）

平成32年度から
平成33年度まで

837 千円 

 施設管理業務委託（平成31年度追加分）
（市民・米谷・豊里）

平成32年度から
平成33年度まで



第１１条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

　１　取得する資産

　種　類

　　コンピュータ断層撮影装置

名　称

１式

数　量

　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

第１０条　たな卸資産購入限度額は、９０２，９１６千円と定める。

　（重要な資産の取得）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登米市長　熊　谷　盛　廣

　（たな卸資産購入限度額）

平成３１年２月１日提出

　（１）職員給与費 ４，８２２，６３８千円

　（２）交　際　費 ８７３千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　電子カルテシステム等 １式

医療機器

医療情報機器
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